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● 【ご案内】賞与支払届の提出をお願いします

● 【ご案内】賞与支払届の提出は電子申請が便利です

● 【お願い】電子媒体での届出は「電子媒体届書総括票」の添付が必要
です

● 仕事中や通勤途中にケガをした場合、保険証は使えません

● 【Q&A】夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定に係るQ&A

● 年金だより

● 「被扶養者状況リスト」の提出をお願いします

● 保健指導を利用しましょう～オンライン保健指導はじめました！～

● 【大好評】健康づくり講座お申込み受付継続中！
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適用事業所数
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厚生年金 健康保険

57,285 56,704

268 344

511,916人 388,521人

323,750人 245,976人

 3,212人 3,279人

広島県の状況
令和3年9月末



事業主の皆さまへ 一

日本年金機構からのお知らせ
賞与支払届の提出をお願いします

被保険者および70歳以上被用者に賞与を支払ったときは、 支給日から 5日以内に「賞与支払届」の提
出が必要となります。 厚生年金保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となりますので、
賞与の支給がある場合には、 届出もれがないようご注意願います。
なお、 本年度より「賞与支払届総括表」は廃止となっています。
※賞与支払予定月にいずれの被保険者および70歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場合
は、 「賞与不支給報告書」をご提出いただくようお願いいたします。
※賞与支払予定月を過ぎても、 「賞与支払届」または、 「賞与不支給報告書」の提出がない場合は、
「賞与支払届」を提出いただくよう勧奨を行っています。

賞与支払届の提出は電子申請が便利です

・「いつでも」「場所を選ばず」申請でき、 「郵送費の節約」にもなります。
※賞与の支給がなかった場合に提出する「賞与不支給報告書」も e-Govから電子申請可能です。

•特定の法人※の事業所は電子申請による提出が義務化されています。
該当される事業所においては、 必ず電子申請をお願いいたします。
※資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、相互会社、

投資法人、特定目的会社

＼電子申請に興味があるけど、始めるまでの手順がよくわからない方へ／
電子申請の利用手順を説明している動画をご用意しています。
また、 電子申請に関するよくあるお問い合わせに、 相談チャットでいつでもお答えいたします。

→詳細は、裏面下部のURLまたは二次元コ ー ドから「日本年金機構からのお知らせ特集ペー ジ」をご確
認ください。

電子媒体での届出には「電子媒体届書総括票」の添付が必要です

電子媒体 (CD· DVD) で届出を頂く際は、 電子媒体に収録された内容を示す「電子媒体届書総括
票」も忘れずに提出してください。
なお、 「電子媒体届書総括票」は、 届書作成プログラムで作成することができます。
※ 日本年金機構では、 電子申請の利用をお勧めしています。

電子媒体申請をご利用いただいている場合は、簡単に移行できますので、 ぜひ、 切替をご検討
ください。

詳しくは、 上段「賞与支払届の提出は電子申請が便利です」を参照してください。

日本年金機構
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